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(57)【要約】
　超音波イメージングデータを視覚化及び定量化するた
めのシステムは、ディスプレイユニットと、ディスプレ
イユニット、並びに、身体構造及び身体構造内を流れる
流体を表す超音波データから画像を生成するための超音
波イメージング装置に通信可能に結合されているプロセ
ッサとを含む。プロセッサは、流体流に対応するベクト
ル場データを生成することであって、ベクトル場データ
は、流体の軸方向速度成分及び横方向速度成分を含む、
生成することと、画像内の１つ又は複数のユーザ選択点
においてベクトル場データから時空間的情報を抽出する
ことと、ディスプレイユニットに、１つ又は複数のユー
ザ選択点における時空間的情報を表示させることであっ
て、画像は、画像に重ね合わされたベクトル場データの
グラフィック表現を含み、時空間的情報は、流体流の大
きさ及び角度のうちの少なくとも一方を含む、表示させ
ることとを行うように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体構造及び前記身体項造内を流れる流体を表す超音波データから画像を生成するステ
ップと、
　流体流に対応するベクトル場データを生成するステップであって、前記ベクトル場デー
タは、前記流体の軸方向速度成分及び横方向速度成分を含む、ベクトル場データを生成す
るステップと、
　ユーザインターフェース上に、前記画像に重ね合わされた前記ベクトル場データのグラ
フィック表現を表示するステップと、
　前記画像内の１つ又は複数のユーザ選択点において前記ベクトル場データから時空間的
情報を抽出するステップと、
　前記１つ又は複数のユーザ選択点における前記時空間的情報と、前記ベクトル場データ
の前記グラフィック表現を含む前記画像とを同時に表示するステップであって、前記時空
間的情報は、前記流体流の大きさ及び角度のうちの少なくとも一方を含む、表示するステ
ップと
を有する、超音波イメージングデータを表示するための方法。
【請求項２】
　前記時空間的情報の前記表示は、時間の関数として、前記１つ又は複数のユーザ選択点
における前記流体流の前記大きさ及び前記角度のうちの前記少なくとも一方のグラフを表
示することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記時空間的情報の前記表示は、前記１つ又は複数のユーザ選択点における前記流体流
の方向の視覚的表現を表示することを含み、前記視覚的表現は、前記流体流の前記方向の
時間的変化を反映するように、動的に更新される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記流体流の前記方向の前記視覚的表現は、前記１つ又は複数のユーザ選択点における
前記速度ベクトルの前記軸方向成分対前記速度ベクトルの前記横方向成分のグラフを含む
、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記時空間的情報の前記表示は、前記流体流の前記大きさ及び前記角度の情報を表示す
ることを含み、前記流体流の前記大きさ及び前記角度の表示される前記情報は、対象者内
の関心領域（ＲＯＩ）から受信される信号に応答してリアルタイムで同期して更新される
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ベクトル場データの前記グラフィック表現は、前記ベクトル場のパスレットベース
のグラフィック表現である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ベクトル場データの前記グラフィック表現は、前記ベクトル場データに対応する部
分領域を規定するフローマスク層を含み、前記部分領域内の速度ベクトルの少なくとも部
分軌跡を示すベクトル視覚化層をさらに含むベクトルマップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　ボリューム関心領域（ＲＯＩ）の三次元（３Ｄ）ベクトル場データを取得するために、
前記流体の高度速度成分を推定するステップをさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記１つ又は複数のユーザ選択点における前記時空間的情報と、前記画像とを同時に表
示する前記ステップは、前記３Ｄベクトル場データと重ね合わされた前記ボリュームＲＯ
Ｉの３Ｄ画像を表示することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ディスプレイユニットと、
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　前記ディスプレイユニット、並びに、身体構造及び前記身体構造内を流れる流体を表す
超音波データから画像を生成するための超音波イメージング装置に通信可能に結合されて
いるプロセッサと
を備え、前記プロセッサは、
　流体流に対応するベクトル場データを生成することであって、前記ベクトル場データは
、前記流体の軸方向速度成分及び横方向速度成分を含む、ベクトル場データを生成するこ
とと、
　前記画像内の１つ又は複数のユーザ選択点において前記ベクトル場データから時空間的
情報を抽出することと、
　前記ディスプレイユニットに、前記１つ又は複数のユーザ選択点における前記時空間的
情報と、前記画像上に重ね合わされた前記ベクトル場データのグラフィック表現を含む前
記画像とを同時に表示させることであって、前記時空間的情報は、前記流体流の大きさ及
び角度のうちの少なくとも一方を含む、表示させることと
を行う、超音波イメージングデータを視覚化及び定量化するためのシステム。
【請求項１１】
　前記ディスプレイ及び前記プロセッサを含む超音波診断システムによって、前記超音波
イメージング装置が提供され、前記超音波診断システムは、前記身体構造を超音波イメー
ジングしながら、前記画像をリアルタイムで生成及び更新する、請求項１０に記載のシス
テム。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記ベクトル場データのパスレットベースのグラフィック表現を生
成する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ベクトル場データの前記グラフィック表現は、前記ベクトル場データに対応する部
分領域を規定するフローマスク層と、前記部分領域内の速度ベクトルの少なくとも部分軌
跡を示すベクトル視覚化層とを含むベクトルマップを含む、請求項１０に記載のシステム
。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、画像セグメント、利用可能なベクトル場データ、ユーザ入力、又は
これらの組み合わせに基づいて前記フローマスクを規定する、請求項１３に記載のシステ
ム。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、対応するベクトルフローフレームにおける前記利用可能なベクトル
場データの時間的変動に基づいて、後続の画像フレーム内で前記フローマスクを動的に更
新する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記ディスプレイユニットに、前記時空間的情報として、前記１つ
又は複数のユーザ選択点における前記流体流の前記大きさ及び前記角度のうちの前記少な
くとも一方の時間の関数としてのグラフを表示させる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記ディスプレイユニットに、前記時空間的情報として、前記１つ
又は複数のユーザ選択点における前記流体流の方向の視覚的表現を表示させ、前記視覚的
表現は、前記流体流の前記方向の時間的変化を反映するように、動的に更新される、請求
項１０に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記流体流の前記方向の前記視覚的表現は、前記１つ又は複数のユーザ選択点における
前記速度ベクトルの前記軸方向成分対前記速度ベクトルの前記横方向成分のグラフを含む
、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ベクトルフローデータは、前記流体の高度速度成分をさらに含み、前記プロセッサ
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は、３Ｄ速度ベクトル場のグラフィック表現と重ね合わされた、超音波データの三次元（
３Ｄ）画像を生成する、請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照によりその全体が組み込まれる、２０１７年３月３０日付で提出された
米国仮特許出願第６２／４７８，８２８号の利益及び優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[001]　ベクトルフローイメージング（ＶＦＩ）は、狭窄症及び血管系の他の状態をよ
り良好に診断するために、心血管用途における複雑な血流測定を視覚化及び定量化するた
めに使用することができる。従来のドプラ超音波は、軸方向に沿った速度推定しか可能に
しないため、多方向速度推定を可能にするための新規のベクトルフローイメージング技法
が導入されている。これらの新規の技法は、固定矢印ベース（図７Ａ参照）、自由矢印ベ
ース（図７Ｂ参照）、及びパスレットベース（図７Ｃ参照）の視覚化を含む。
【０００３】
　[002]　固定矢印ベースの視覚化について、流速の大きさは、色強度として符号化され
、矢印の長さに比例する。流速の方向は、矢印及び色の両方によって示される。矢印の尾
部は、空間内で固定される。自由矢印ベースの視覚化において、自由矢印が、血流を動的
に追跡するために使用される。流速の大きさは、色符号化され、矢印の長さに比例する。
流速の方向は、矢印によって指示される。ＶＦＩのコンテキストにおいて、流線は、流れ
の速度ベクトルに瞬間的に正接する曲線の群として定義され、流跡線は、流体粒子が流れ
の間に忠実に従う軌跡の群として定義することができる。
【０００４】
　[003]　パスレットベースの視覚化について、流動軌道の動的な曲線追跡が、湾曲した
パスレットによって達成される。パスレットは、パスレット長として定義される、先端か
らの距離が所与の閾値を超えたときに消え始める、流跡線の短い前端切片又は部分と考え
ることができる。流速の大きさは、色符号化され、パスレットの長さに比例する。流速の
方向は、パスレットの動く方向によって指示される。全体的に、３つの視覚化方法の中で
、パスレットベースの視覚化が、一般的に、ＶＦＩについて他の視覚化方法に代わる可能
性がある、最も直感的な方法である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　[004]　ドプラよりも改善されているが、これらのＶＦＩ技法の既存の実施態様には、
依然として制限がある。例えば、特に既存の固定矢印ベースの視覚化において、速度の大
きさ及び方向の色分けマップは複雑であり、直感的でない。加えて、矢印の長さは、速度
の大きさの直接の測度ではない。既存の自由矢印ベースの視覚化技法において、矢印は典
型的には直線であり、湾曲した軌道の良好な表現ではなく、各流線に矢じりがあることに
よって、視覚化が繁雑になり、したがって直感性を減じる。また、既存の自由矢印ベース
及びパスレットベースの視覚化においては、色分けマップと矢印（パスレット）の長さの
いずれも、速度の大きさの直接の測度ではない。結果として、血流の直接測定及び正確な
定量化を得ることができない。既存のＶＦＩ技法のさらなる欠点は、特定の関心位置にお
いて血流のポイント測定を実施することができないことを含み、結果、ＶＦＩが血流の詳
細な時空間的情報を抽出する可能性がさらに制限され得る。本開示による例は、既存のＶ
ＦＩシステム及び方法の欠点のうちの１つ又は複数に対処する。
【０００６】
　[005]　本発明は、自動曲線追跡を用いた同時超音波ベクトルフローイメージング（Ｖ
ＦＩ）のためのシステム及び方法を提供する。本明細書において説明されている例は、例
えば、ユーザが、血流のない特定のポイントを選択し、選択されている点における速度の
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大きさを取得することを可能にするために、ＶＦＩのよりユーザフレンドリ且つ／若しく
は双方向的な表示を提供することによって、及び／又は、ユーザ選択点における速度ベク
トルデータをより直感的に視覚化するために矢印表示を利用することによって、既存のＶ
ＦＩ技法の制限を克服する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　[006]　本開示による超音波イメージングデータを視覚化及び定量化するためのシステ
ムは、ディスプレイユニットと、ディスプレイユニット、並びに、身体構造及び身体構造
内を流れる流体を表す超音波データから画像を生成するための超音波イメージング装置に
通信可能に結合されているプロセッサとを含む。プロセッサは、流体流に対応するベクト
ル場データを生成することであって、ベクトル場データは、流体の軸方向速度成分及び横
方向速度成分を含む、生成することと、画像内の１つ又は複数のユーザ選択点においてベ
クトル場データから時空間的情報を抽出することと、ディスプレイユニットに、１つ又は
複数のユーザ選択点における時空間的情報を表示させることであって、画像は、画像に重
ね合わされたベクトル場データのグラフィック表現を含み、時空間的情報は、流体流の大
きさ及び角度のうちの少なくとも一方を含む、表示させることとを行うように構成される
。いくつかの実施形態において、ディスプレイ及びプロセッサを含む超音波診断システム
によって、超音波イメージング装置が提供され、超音波診断システムは、身体構造を超音
波イメージングしながら、画像をリアルタイムで生成及び更新するように構成される。
【０００８】
　[007]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、ベクトル場データのパスレット
ベースのグラフィック表現を生成するように構成される。いくつかの実施形態において、
ベクトル場データのグラフィック表現は、ベクトル場データに対応する部分領域を規定す
るフローマスク層と、部分領域内の速度ベクトルの少なくとも部分軌跡を示すベクトル視
覚化層とを含むベクトルマップを含む。いくつかの実施形態において、プロセッサは、画
像セグメント化、利用可能なベクトル場データ（例えば、血流速度データ）、ユーザ入力
、又はそれらの組み合わせに基づいてフローマスクを規定するように構成される。
【０００９】
　[008]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、後続のベクトルフローフレーム
における利用可能な速度推定値の時間的変動に基づいて、後続の画像フレーム内でフロー
マスクを動的に更新するように構成される。いくつかの実施形態において、プロセッサは
、エコー信号を取得しながらリアルタイムで、Ｂモード画像及びベクトル場のグラフィッ
ク表現を生成するように構成される。いくつかの実施形態において、プロセッサは、対応
するベクトルフローフレームにおける利用可能なベクトル場データの時間的変動に基づい
て、後続の画像フレーム内でフローマスクを動的に更新するように構成される。いくつか
の実施形態において、プロセッサは、ディスプレイユニットに、時空間的情報として、時
間の関数としての、１つ又は複数のユーザ選択点における流体流の大きさ及び角度のうち
の少なくとも一方のグラフを表示させるように構成される。さらなる実施形態において、
プロセッサは、ディスプレイユニットに、時空間的情報として、１つ又は複数のユーザ選
択点における流体流の方向の視覚的表現を表示させるように構成され、視覚的表現は、プ
ロセッサによって、流体流の方向の時間的変化を反映するように、動的に更新される。い
くつかの実施形態において、流体流の方向の視覚的表現は、１つ又は複数のユーザ選択点
における速度ベクトルの軸方向成分対速度ベクトルの横方向成分のグラフの形態である。
さらなる実施形態において、ユーザ選択点は、複数の隣接する点（例えば、表示される画
像上のピクセルのクラスタ）を含む選択領域を規定し、選択領域内の点の各々について個
々に又は組み合わせて（例えば、選択領域にわたる平均として）時空間データが表示され
る。
【００１０】
　[009]　いくつかの実施形態において、ベクトルフローデータはまた、流体の高度速度
成分をも含み、プロセッサは、３Ｄ速度ベクトル場のグラフィック表現と重ね合わされた
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、超音波データの三次元（３Ｄ）画像を生成するように構成される。いくつかの実施形態
において、プロセッサは、流体流の軸方向、横方向、及び／又は高度速度成分を推定する
ように構成される。例えば、本開示による視覚化及び定量化のためのシステムは、超音波
イメージングデータを獲得するように構成されている超音波イメージングシステムと統合
される。他の実施形態においては、システムの構成要素のうちの１つ又は複数は、事前に
記憶されているか又はリアルタイムで受信される、超音波イメージングデータのソースに
通信可能に結合されている独立型視覚化システムの一部である。例えば、ディスプレイ及
びプロセッサのうちの少なくとも一方は、超音波イメージング装置とは別個のワークショ
テーションの一部であり、リアルタイムの又は事前に記憶されている超音波イメージング
データから超音波画像を生成するように構成されている。さらなる例において、プロセッ
サは、入力として推定成分を受信し、画像を生成し、画像と同時に表示するために時空間
的情報を抽出する。
【００１１】
　[010]　本開示のいくつかの実施形態による方法は、身体構造及び身体項造内を流れる
流体を表す超音波データから画像を生成するステップと、流体流に対応するベクトル場デ
ータを生成するステップであって、ベクトル場データは、流体の軸方向速度成分及び横方
向速度成分を含む、ベクトル場データを生成するステップと、ユーザインターフェース上
に、画像に重ね合わされたベクトル場データのグラフィック表現を表示するステップと、
画像内の１つ又は複数のユーザ選択点においてベクトル場データから時空間的情報を抽出
するステップと、１つ又は複数のユーザ選択点における時空間的情報と、ベクトル場デー
タのグラフィック表現を含む画像とを同時に表示するステップであって、時空間的情報は
、流体流の大きさ及び角度のうちの少なくとも一方を含む、表示するステップとを有する
。いくつかの実施形態において、方法は、プロセッサにおいて、対象者の関心領域（ＲＯ
Ｉ）の超音波スキャンに応答する信号を受信するステップと、当該信号に応答するＲＯＩ
のＢモード画像を生成するステップと、ＲＯＩの部分領域内の血流のベクトル場を取得す
るために、部分領域内の血流速度の軸方向及び横方向成分を推定するステップとを有する
。ベクトル場のグラフィック表現は、プロセッサによって生成され、ベクトル場及びベク
トル場に関する時空間的情報の同時表示が、本明細書における例のいずれかに従って提供
される。いくつかの実施形態において、グラフィック表現は、ベクトル場のパスレットベ
ースのグラフィック表現である。
【００１２】
　[011]　実施形態において、時空間的情報の表示は、時間の関数として、１つ又は複数
のユーザ選択点における流体流の大きさ及び角度のうちの少なくとも一方のグラフを表示
することを含む。いくつかの実施形態において、時空間的情報の表示は、１つ又は複数の
ユーザ選択点における流体流の方向の視覚的表現を表示することを含み、視覚的表現は、
流体流の方向の時間的変化を反映するように、動的に更新される。さらなる実施形態にお
いて、流体流の方向の視覚的表現は、１つ又は複数のユーザ選択点における速度ベクトル
の軸方向成分対速度ベクトルの横方向成分のグラフの形態である。またさらなる実施形態
において、時空間的情報の表示は、流体流の大きさ及び角度の情報を表示することを含み
、流体流の大きさ及び角度の表示される情報は、対象者内の関心領域（ＲＯＩ）から受信
される信号に応答してリアルタイムで同期して更新される。上述したように、１つ又は複
数の点が、ユーザによって選択され、時空間的情報は、その選択点について提供される。
いくつかの例において、選択点は、画像内の複数の隣接する点（例えば、点又は選択領域
のクラスタ）を含み、選択領域内の点の各々について個々に、又は、選択領域内のすべて
について集合的に（例えば、平均として）、時空間情報が表示される。本開示の実施形態
において、表示される時空間的情報及びベクトル場のグラフィック表現は、ＲＯＩから受
信されるリアルタイム信号に応答してリアルタイムで同期して更新される。いくつかの実
施形態において、ベクトル場データのグラフィック表現は、そのフレーム内のベクトル場
データに対応する領域を画定するフローマスク層と、そのフレーム内のベクトル場データ
内の速度ベクトルの少なくとも一部の少なくとも部分軌跡を示すベクトル視覚化層とを含
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むベクトルマップを含む。
【００１３】
　[012]　いくつかの実施形態において、方法は、ボリューム関心領域（ＲＯＩ）の三次
元（３Ｄ）ベクトル場データを取得するために、流体の高度速度成分を推定するステップ
をさらに有する。そのような実施形態において、１つ又は複数のユーザ選択点における時
空間的情報と、画像とを同時に表示するステップは、３Ｄベクトル場データと重ね合わさ
れたボリュームＲＯＩの３Ｄ画像を表示することを含む。
【００１４】
　[013]　本開示による方法又はそのステップのいずれかは、実行可能命令を含む非一時
的コンピュータ可読記憶媒体内で具現化され、実行されると、実行可能命令は、具現化さ
れた方法又はステップを医療イメージングシステムのプロセッサに実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[014]　本開示による視覚化及び定量化システムのブロック図である。
【図２】[015]　本開示のさらなる例による視覚化及び定量化システムのブロック図であ
る。
【図３】[016]　ヒトの心臓の左心室内の血流パターンを視覚化するベクトルフロー画像
と重ね合わされた背景Ｂモード画像を含む、本開示の例に従って生成される超音波画像の
図である。
【図４】[017]　超音波画像データの２つの連続するフレームの一部分、及び、フレーム
内のパスレットベースの情報を更新するための技法を示す図である。
【図５】[018]　血管内の相対的に円滑な血流を表示している、ディスプレイユニットが
、本開示に従って生成される例示的な画像セットを表示している画面キャプチャを示す図
である。
【図６Ａ－６Ｂ】[019]　ヒトの頸動脈の擾乱した血流を示している、ディスプレイユニ
ットが、本開示に従って生成される他の例示的な画像セットを表示している他の画面キャ
プチャを示す図である。
【図７Ａ－７Ｃ】[020]　他のＶＦＩ視覚化技法を使用して生成されるベクトルフロー画
像のさらなる例を示す図である。
【図８】[021]　本開示のさらなる例による超音波イメージングシステムのブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[022]　特定の例示的な実施形態の以下の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明又は
その応用若しくは使用を限定するようには決して意図されていない。本発明のシステム及
び方法の実施形態の以下の詳細な説明において、本明細書の一部を形成し、例示として、
説明されているシステム及び方法を実践することができる特定の実施形態が示されている
、添付の図面が参照される。これらの実施形態は、当業者が、本発明において開示されて
いるシステム及び方法を実践するのに十分に詳細に記載されており、他の実施形態を利用
することができること、並びに、本発明のシステムの精神及び範囲から逸脱することなく
、構造的及び論理的変更を行うことができることは理解されたい。その上、明瞭にするた
めに、特定の特徴の詳細な説明は、それらが当業者にあきらかであるときは、本発明のシ
ステムの記述を曖昧にしないように、論じられない。それゆえ、以下の詳細な説明は限定
的な意味に解釈されるべきではなく、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲のみによっ
て画定される。
【００１７】
　[023]　血流を視覚化するための従来の技法は、ドプラ推定方法に依拠し、これは、軸
方向に沿った速度推定しか可能にし得ない。ドプライメージングにおいて、血流の方向の
二進出力（すなわち、超音波ビームに向かう方向及び離れる方向）及びこの方向における
速度の大きさが推定されるが、これは、特に複雑な血流を理解することが重要である用途
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において、臨床医に十分な情報を提供しない。従来のドプラの欠点の一部に対処するため
、ベクトルフローイメージング技法が現れている。ベクトルフローイメージング（ＶＦＩ
）は、血流速度の、角度に依存しない多方向速度推定を可能にする。
【００１８】
　[024]　本明細書における例によれば、ＶＦＩのために構成されているシステムは、従
来のドプラプロセッサに代えて又は加えて、関心領域（ＲＯＩ）内の任意の所与の位置に
おいて速度ベクトルの軸方向及び横方向速度成分を独立して取得するために、ＲＯＩにわ
たってフロー推定を実施するベクトルフロープロセッサを含む。軸方向及び横方向速度推
定値から、ＲＯＩ内の任意の所与の点又はピクセルにおける速度の大きさ及び角度を取得
し、視覚化することができる。ベクトルフロー推定は、例えば、例としてＥｖａｎｓらに
よる「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｃｏｌｏｕｒ　Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｉｍａｇｉｎｇ」Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　Ｆｏｃｕｓ，　ｖｏｌ．　１，　ｎｏ．　４，　ｐｐ．　４９０－５０２
，　Ａｕｇ．　２０１１及びＪｅｎｓｅｎらによる「Ｒｅｃｅｎｔ　ａｄｖａｎｃｅｓ　
ｉｎ　ｂｌｏｏｄ　ｆｌｏｗ　ｖｅｃｔｏｒ　ｖｅｌｏｃｉｔｙ　ｉｍａｇｉｎｇ」２０
１１　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｓ　Ｓｙｍｐｏｓ
ｉｕｍ，　２０１１，　ｐｐ．　２６２－２７１における刊行物に記載されているような
、横振動手法、合成開口イメージング、又は超音波若しくは連続イメージングを使用して
、任意の既知の技法に従って実施され、当該発表の内容は、目的に応じて参照によりその
全体が本明細書に組み込まれる。リアルタイムベクトルフローデータの提供において、Ｖ
ＦＩは、現在、この新規のイメージング技法を通じて入手可能な情報の豊富さに起因して
新たな課題を呈している。例えば、乱流の場合、例えば、そのような急速な変化が観察さ
れる分岐又は弁の周辺で、流速及び方向が急速に変化し、これによって、単純にベクトル
フロー場を視覚化することによってすべての臨床的に関連する詳細を知覚することは困難
になり得る。血流内の臨床的に関連する変化を知覚するために、臨床医は、低速に動くシ
ネループを観察するか、又は、ベクトル場の静止フレームを研究する必要があり、これは
時間がかかり、煩雑である可能性がある。本明細書に記載されているシステム及び方法を
介して、ベクトルフローデータの視覚化及び定量化を向上させるための新規のソリューシ
ョンが取得され、これによって、ＶＦＩイメージングの臨床的有用性を改善することがで
きる。
【００１９】
　[025]　図１は、本開示のいくつかの例による超音波イメージングデータの視覚化及び
定量化のためのシステムを示す。システム１００は、ディスプレイユニット１１０と、プ
ロセッサ１２０とを含む。プロセッサ１２０は、例えば、対象者が超音波スキャンされて
いる間にリアルタイムで受信される超音波イメージングデータなど、超音波イメージング
データを受信するために、超音波イメージング装置１３０に通信可能に結合される。本明
細書においては超音波スキャナとしても参照される、超音波イメージング装置１３０は、
外部又は血管内プローブに収容される超音波アレイ１３２と、イメージングコントローラ
の制御下で、超音波アレイ１３２を使用して超音波ビームを方向付け、対象者（例えば、
患者）から超音波エコーを受信するように動作するビームフォーマ１３４とを含み、超音
波エコーはその後、ビーム形成されて、さらなる処理及び画像生成のために１つ又は複数
のプロセッサに送信される。いくつかの実施形態において、プロセッサ１２０及び／又は
ディスプレイユニット１１０、又はそれらの組み合わせ（プロセッサ１２２、１２４、及
び１２６のうちの１つ又は複数など）は、例えば、ＰＨＩＬＩＰＳによって提供される、
ＳＰＲＡＱ又はＥＰＩＱ超音波システムなどの超音波イメージングシステムのいずれかで
ある超音波イメージング装置１３０と統合される。いくつかの例において、プロセッサ１
２０は、付加的に又は代替的に、例えば、臨床医によるデータの視覚化及び定量化の前に
実施されるイメージングセッションからのものであり、後にプロセッサ１２０によってア
クセスするためにメモリ（例えば、画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）のメモリ記憶デバ
イス）に記憶されているイメージングデータなど、超音波イメージングデータを受信する
ように構成される。



(9) JP 2020-512136 A 2020.4.23

10

20

30

40

50

【００２０】
　[026]　プロセッサ１２０は、ディスプレイユニット１１０に表示するための超音波画
像１１２を生成するように構成される。その目的のために、プロセッサは、Ｂモード画像
を生成するように構成されているＢモードプロセッサ１２２と、ドプラ画像（例えば、カ
ラーフロードプラ、スペクトルドプラ、及びカラーパワーアンジオ（ＣＰＡ）画像などの
パワードプラ）を生成するように構成されているドプラプロセッサ１２４とを含む。いく
つかの例において、画像は、複数のイメージングモードから取得されるイメージングデー
タのオーバーレイとして表示される。例えば、二重（例えば、Ｂモード／ドプラ）イメー
ジングにおいて、解剖学的構造のグレースケール画像（すなわち、Ｂモード画像）が、カ
ラーフロードプラデータと重ね合わされて、例えば、カラーフロードプラ画像が提供され
る。本開示によれば、プロセッサ１２０は、超音波イメージングデータ（例えば、リアル
タイム又は事前に記憶されているイメージングデータ）に基づいてベクトルフローイメー
ジングデータを生成するように構成されているベクトルフロープロセッサ１２６を含み、
このデータは、Ｂモード／ドプラ二重イメージングと同様に、背景Ｄモード画像に重ね合
わされる。いくつかの実施形態において、システムはベクトルフロープロセッサのみを含
んでもよい一方で、Ｂモード画像データ及び／又は画像並びにドプラ画像データ及び／又
は画像は、超音波スキャナによって生成され、視覚化システムによるアクセス、及び、視
覚化システムによって生成されるベクトルフローイメージングデータとの重ね合わせのた
めに、メモリ（例えば、ＰＡＣＳ）に記憶される。他の実施形態において、Ｂモード、ド
プラ、及びベクトルフローイメージングデータは、リアルタイムで生成され、視覚化及び
定量化は、リアルタイムで（すなわち、超音波イメージングデータの獲得中に）実施され
る。いくつかの実施形態において、システム１００のプロセッサ（例えば、Ｂモードプロ
セッサ１２２、ドプラプロセッサ１２４、及びベクトルフロープロセッサ１２６）のうち
の１つ又は複数の機能は、本明細書に記載されているこれらのプロセッサの機能を実施す
るように動作可能な特別にプログラムされたＣＰＵ又はＧＰＵなどの単一の又はより少数
のプロセッサに統合される。
【００２１】
　[027]　ベクトルフローイメージングデータから抽出される情報は、ベクトルフロー視
覚化データ（例えば、２Ｄ又は３Ｄベクトルマップ）及び／又は時空間的視覚化データの
形態で、ディスプレイユニット１１０上でレンダリングされる。ベクトルフロー視覚化デ
ータは、２Ｄ又は３Ｄベクトルマップの形態にある、ベクトル場のグラフィック表現を提
供する。時空間的視覚化データは、時間の関数として視覚化される、１つ又は複数の速度
ベクトルに関する定量的情報のグラフィック表現を提供する。例えば、時空間的視覚化デ
ータは、時間の関数としての任意の所与の点（例えば、ユーザ選択点）における速度ベク
トルの大きさ又は角度のグラフなどの、又は、例えば、ユーザ入力に応答して、より大き
いベクトル場から分離された単一若しくは複数の速度ベクトルの方向を表示する、動的に
更新されるグラフなどの、様々なプロット又はグラフを使用してグラフィックで表現され
る。いくつかの例において、定量化は、複数の点又はピクセルを含む小さい選択領域に対
して実施される。そのような例において、時空間的視覚化データは、複数のトレース（す
なわち、選択領域内の点又はピクセルのセットの各々のトレース）を含み、複数のトレー
スは、単一のグラフ又は別個のグラフ内で提示される。またさらなる実施形態において、
時空間的情報は、選択領域の複数の点にわたって平均され、平均値の単一のグラフが、デ
ィスプレイ上で提供される。ベクトルフロー視覚化データ及び時空間的視覚化データは、
例えば、Ｂモード画像データとのオーバーレイとして又はＢモード画像データと隣り合わ
せの表示として、他のモードからのイメージングデータと同時に（例えば、隣り合わせで
又はオーバーレイとして）表示される。したがって、本明細書における例によれば、プロ
セッサ１２０は、ディスプレイユニット１１０に、さらに記載されるように、少なくとも
２つのタイプのイメージングデータ１１２－１及び１１２－２を同時に表示させるように
構成される。
【００２２】
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　[028]　ベクトルフロープロセッサ１２６によって生成されるベクトルフローイメージ
ングデータは、固定矢印ベース、自由矢印ベース、及びパスレットベースの視覚化などの
、任意の適切な視覚化技法を使用して視覚化される。固定矢印ベースの視覚化について、
流速の大きさは、典型的には色強度として符号化され、矢印の長さに比例する。流速の方
向は、典型的には矢印及び色の両方によって示される。矢印の尾部は、空間内で固定され
る。自由矢印ベースの視覚化において、自由矢印が、血流を動的に追跡するために使用さ
れる。流速の大きさは、典型的には色符号化され、矢印の長さに比例する。流速の方向は
、矢印によって指示される。
【００２３】
　[029]　ＶＦＩのコンテキストにおいて、流線は、流れの速度ベクトルに瞬間的に正接
する曲線の群として定義され、流跡線は、流体粒子が流れの間に忠実に従う軌跡の群とし
て定義することができる。パスレットベースの視覚化について、流動軌道の動的な曲線追
跡が、湾曲したパスレットによって達成される。パスレットは、パスレット長として定義
される、先端からの距離が所与の閾値を超えたときに消え始める、流跡線の短い前端セグ
メント又は部分と考えることができる。流速の大きさは、色符号化され、パスレットの長
さに比例する。流速の方向は、パスレットの動く方向によって指示される。全体的に、３
つの視覚化方法の中で、パスレットベースの視覚化が、一般的に、ＶＦＩについて他の視
覚化方法に代わる可能性がある、最も直感的な方法であると考えられる。
【００２４】
　[030]　図２は、ベクトルフローデータの視覚化及び定量化のためのシステム２００の
一例を示す。図２のシステム２００は、ベクトル場を視覚化するために、パスレットベー
スの視覚化又は任意の他の適切な技法を利用する。システム２００は、超音波イメージン
グデータのソースに結合される、ベクトルフロープロセッサ２０３を含む。例えば、超音
波イメージングデータ２０２は、関心領域２０１の超音波スキャンに応答して、超音波イ
メージング装置（例えば、超音波スキャナ）から（例えば、リアルタイムで）受信される
。いくつかの例において、ベクトルフロープロセッサ２０３は、Ｂモードプロセッサ２０
５に通信可能に結合される。Ｂモードプロセッサはまた、ベクトルフローデータとともに
表示するための背景グレースケール画像を生成するために、超音波イメージングデータの
ソースにも結合される。ベクトルフロープロセッサ２０３は、付加的に又は代替的に、超
音波イメージングデータ及び／又はＢモード画像を記憶する、データ記憶デバイス２０７
（例えば、超音波イメージング装置のメモリ又はＰＡＣＳ）に結合される。
【００２５】
　[031]　本明細書における例によれば、ベクトルフロープロセッサ２０３は、関心領域
（ＲＯＩ）内の血流を表すベクトル場のグラフィック表現を生成するように構成される。
例えば、ベクトルフロープロセッサ２０３は、速度ベクトル推定手段２１０と、可視化プ
ロセッサ２２０と、フレームバッファ２３０（ＶＦＩメモリ２３０としても参照される）
とを含む。フレームバッファ２３０は、ＶＦＩプロセスの様々な段階において使用される
データのフレームを記憶する。例えば、フレームバッファ２３０は、速度ベクトル推定手
段２１０によって生成されるベクトル場データのフレームを記憶する。フレームバッファ
２３０は、背景画像上に重ね合わされ及び／又は表示のための他のグラフィック画像（例
えば、注記）と組み合わされる前に、視覚化データのフレームを記憶する。本明細書に記
載されているように、速度ベクトル推定は、ＲＯＩの速度ベクトル場を取得するために、
いくつかが開発されており本発明において使用することができる、任意の適切な技法に従
って、速度ベクトル推定手段２１０によって実施される。いくつかの例において、速度ベ
クトル推定を可能にするのに十分に高いフレームレートを得るために、十分に高いパルス
繰り返し周波数（ＰＲＦ）において、超高速ドプライメージング（例えば、平面波イメー
ジングを使用する）が実施される。既知のベクトル抽出技法を使用して実施されるために
本開示の範囲外である、ベクトル推定プロセスの終わりに、各画像フレームのベクトル場
２１５が生成され、フレームバッファ２３０に渡される。ベクトル場フレームデータ２３
２が、ベクトルフロー画像２２６を生成するために視覚化プロセッサ２２０によってアク
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セスされるまで、バッファ２３０に記憶される。
【００２６】
　[032]　本明細書における例によれば、ベクトルフロープロセッサ２０３は、システム
のディスプレイユニット（２５２）に、ＲＯＩのＢモード画像上に重ね合わされたベクト
ル場のグラフィック表現（例えば、ベクトルマップ）の超音波画像を表示させるように構
成される。ベクトルフロープロセッサ２０３は、例えば、ユーザインターフェース２５０
の制御パネル２５４を介して受信されるユーザ入力２５３に応答して、ベクトル場内の選
択領域の指示を受信する。ベクトルフロープロセッサ２０３は、その後、選択領域におけ
るベクトル場に関する時空間的情報を表示するように、超音波画像を更新するように構成
される。例えば、視覚化プロセッサ２２０は、ベクトルフロー視覚化データ２２６－１（
例えば、ベクトルマップ）を生成するように構成されているベクトルマッププロセッサ２
２２を含み、時空間的視覚化データ２２６－２（例えば、経時的に動的に更新されるベク
トル量のグラフ）を生成するように構成されている定量化プロセッサ２２４をさらに含む
。従来の二重カラーフロー又はパワードプラ画像と同様に、背景Ｂモード画像２０６（例
えば、リアルタイムの又は記憶されているＢモード画像）が、ベクトルフロー視覚化デー
タ２２６－１（例えば、ベクトルマップ）と重ね合わされ、二重Ｂモード／ＶＦＩモード
において表示される。時空間的視覚化データ２２６－２は、二重Ｂモード／ＶＦＩモード
画像の表示と同時に提供される。
【００２７】
　[033]　さらに記載されるように、時空間的情報は、ベクトル場内の１つ又は複数の選
択点において提供される。定量化のための点は、ユーザによって選択される。例えば、単
一の点を含む選択領域が、表示されるベクトル場内の任意の所望の位置においてシングル
クリックすることによって選択される。定量化のための単一の点を含む領域が選択される
と、選択された点に対応する単一のトレースが、ディスプレイ上で提供される。その後、
追加の点がユーザによって同じように、例えば、表示されているベクトル場内で任意の他
の点をクリックすることによって選択され、選択に応答して、追加の選択点に対応する追
加のトレースが、時空間的表示に追加される。複数の点を含む選択領域が、ユーザによっ
て、表示されているベクトル場内の任意の所望の位置にカーソルを配置し、選択領域に含
まれるべきピクセルの所望のグループ化を規定するようにカーソルをドラッグすることに
よって、選択される。複数の点から成る領域が選択されると、領域にわたって速度情報を
平均する単一のトレース、又は、選択領域内の各点に１つずつの複数のトレースのいずれ
かが、時空間的表示内に提供される。
【００２８】
　[034]　代替的に又は付加的に、点は、所与の臨床用途の事前設定デフォルト又はベク
トルフローデータの評価などに基づいて、システムによって（例えば、ベクトルフロープ
ロセッサ２０３によって）自動的に選択される。例えば、後者の場合、ベクトルフロープ
ロセッサ２０３は、擾乱を呈するベクトル場内の１つ又は複数の位置を識別するか、又は
、擾乱が最大である位置にある点を選択するために、ベクトルフローデータの連続するフ
レームから成るセットをサンプリングする。血管を通じて相対的に層流になっている流れ
をイメージングするときなど、他の例において、システムは、画像処理技法（例えば、セ
グメント化）を使用して識別される、血管内の中心線に沿った位置にある選択点をデフォ
ルトにする。他の実施形態において、画像処理技法を使用して、イメージングされている
ＲＯＩの臨床的に関連するランドマークが識別され、臨床的に関連するランドマークのう
ちの１つ又は複数にある選択点が位置特定される。ユーザがデフォルト点を動かし／除去
し、及び／又は、別の点を選択するまで、デフォルトの選択点を使用して、最初に時空間
的情報が提供される。いくつかの実施形態において、時空間的情報は、ユーザがベクトル
場内の点を選択した後（例えば、ベクトル場の視覚化がユーザに提供された後）にのみ表
示される。そのような実施形態において、ユーザが点を選択すると、両方ともリアルタイ
ムで更新される、時空間的情報と、ベクトルフロー視覚化データの継続されている表示と
を同時に提供するために、ベクトルフロー視覚化データを表示する超音波画像が更新され
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る。時空間的情報が最初に提供されないいくつかの実施形態において、プレースホルダグ
ラフィック要素（例えば、提供されている情報に関する、軸線又はラベルなどの他の情報
を表示するブランクのグラフウィンドウ）がディスプレイ上に提供され、プレースホルダ
グラフィック要素は、ユーザが定量化のための所望の点を選択した後に、時空間的情報に
よって更新するためのものに過ぎない。
【００２９】
　[035]　さらなる実施形態において、時空間的情報は、ベクトルフローデータから推定
される、血管を通る血流の量又は擬似（すなわち、２Ｄ）若しくはボリューム流量である
。例えば、システムは、血管の長さに沿った位置の指示を受信し、流れ境界（例えば、２
Ｄ視覚化の場合は線、又は、３Ｄ視覚化の場合は領域）を規定する。他の実施形態におい
て、システムは、一般的に血管の長さに沿って中心を置かれる位置、又は、イメージング
されるＲＯＩ内の擾乱が最も高い位置において自動的に境界を規定する。境界は、選択位
置において管腔に概して垂直になるように、又は、軸方向と概して位置整合されるように
、規定される。システムはその後、境界を通過する流れの量を推定し、この推定値を時間
の関数としてプロットする。いくつかの実施形態において、システムは、例えば、境界に
沿った各点における速度の大きさの値（この情報はｙ軸上にプロットすることができる）
を時間の関数としてプロットすることによって、境界にまたがるベクトルフロー情報の時
空間的表示を提供する。加えて、この時空間的表示は、境界にまたがる各空間位置におけ
る流れの角度も提供するために、色分けされる。血管疾患（例えば、粥腫重症度及び／又
は粥腫崩壊の危険性）の診断を助ける、血管に対して横方向の又は血管に沿った流束を視
覚化するための他の時空間的表示も提供される。
【００３０】
　[036]　いくつかの実施形態において、視覚化及び定量化システム（例えば、システム
２００）のプロセッサ（例えば、ベクトルフロープロセッサ２０３）は、ベクトル場のパ
スレットベースの表現を生成するように構成される。図３～図５は、いくつかの例による
ベクトル場のパスレットベースのグラフィック表現の例を示す。パスレットベースの視覚
化を使用する例示的なＶＦＩ技法が図３～図５を参照して記載されているが、本明細書に
記載されている視覚化及び定量化システム及び方法は、パスレットベースの視覚化を使用
する実施態様に限定されず、他のベクトルフローイメージング視覚化技法によっても同様
に利用することができることは理解されよう。限定ではないが、固定矢印ベース又は自由
矢印ベースの技法を含む他のＶＦＩ技法も使用される。
【００３１】
　[037]　パスレットベースの視覚化の場合のベクトルフロー視覚化データ２２６－１は
、図３に示すように、以下の２つの構成要素：１）背景画像（Ｂモード画像２０６）を完
全に分かりにくくしないように、例えば５０％の所望のベースライン透明性を有する基本
色（例えば、暗赤色など）の流れ領域を境界するフローマスク層３０５、及び、２）この
例ではパスレットを使用して示されている、流体粒子の軌跡３０９を示すベクトル場層３
０７、を含むベクトルマップ３０１の形態で提供される。
【００３２】
　[038]いくつかの実施形態において、ベクトルフロー推定値が取得され、したがって、
ベクトルフロー視覚化が実施される流れ領域は、イメージングされるＲＯＩ内の部分領域
のユーザ選択に応答するなど、ユーザ定義である。そのような実施形態において、フロー
マスク層３０５、及び、対応してベクトル場層３０７のサイズ及び形状はユーザ定義であ
る。ベクトルフロー視覚化のためにユーザによって選択されるこの領域は、ベクトルフロ
ー視覚化領域内の単一の点又は点のサブセットを含む、定量化のための後に選択される領
域と混同されるべきではない。他の実施形態において、ベクトルフロー視覚化が実施され
る流れ領域は、例えば、血管の壁を識別するなどのために画像セグメント化又は他の適切
な画像処理技法を使用する例など、システムによって自動的に規定される。そのような実
施形態において、システム（例えば、ベクトルフロープロセッサ２０３）は、イメージン
グされる血管の内部の領域を含むように流れ領域を規定し、対応して、フローマスク層３
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０５及びベクトル場層３０７が、システムが規定する流れ領域内のすべての点／ピクセル
について生成される。
【００３３】
　[039]　またさらなる実施形態において、ベクトルフロー視覚化が実施される流れ領域
は、利用可能な血流速度データに基づいて（すなわち、任意の所与のフレーム内の検出さ
れている血流と関連付けられる画像内の点／ピクセルに基づいて）、システム（例えば、
ベクトルフロープロセッサ２０３）によって自動的に規定される。そのような実施形態に
おいて、システムは、流れ領域内に、任意の所与のフレーム内の速度推定値が得られる画
像内のすべての点／ピクセルを含めることによって、システムが規定する流れ領域のフロ
ーマスク層３０５及び対応するベクトル場層３０７を生成する。そのような実施形態にお
いて、システム（例えば、ベクトルフロープロセッサ２０３）は、血流速度データの時間
的変動を反映するように、ベクトルフローデータを自動的に更新する。すなわち、血流が
フレーム間で（例えば、心周期の異なる局面に応答して）変化すると、フローマスク層３
０５及び対応するベクトル場層３０７は、この変動を反映するようにフレーム間で動的に
更新される。したがって、表示されるベクトル場マップは、異なるフレームにおいては異
なる形状又はサイズを有する（例えば、図６Ａ及び図６Ｂ参照）。これらの又は他の適切
な技法のいずれかの組み合わせを使用して、流れ領域が規定される。
【００３４】
　[040]　記載されているように、ベクトル場を視覚化するためのパスレットがリアルタ
イムで生成及び更新され（例えば、ベクトルフロー視覚化データのフレームが画像データ
のフレームごとに生成される）、フローマスク上に重ね合わされて、ベクトルフロー画像
が生成され、ベクトルフロー画像はその後、（例えば、ディスプレイユニット２５２上に
）表示するために、対応するＢモード画像フレームに重ね合わされる。このように、例え
ば、パスレットをリアルタイムで更新することによって、ベクトルフロー画像は、追跡さ
れる粒子（例えば、血流）の動きの視覚的な合図を提供する。各パスレットは、先端から
の距離が所与の閾値を超えると、消え始める。すなわち、パスレットのヘッドは常にテー
ルよりも不透明であり、表示を繁雑にする矢印を含むことなく、静止画像においても、パ
スレットの動く方向（すなわち、流れる方向）をより容易に識別することを可能にする。
加えて、パスレットが色分けされ、及び／又は、パスレット長が速度の大きさに比例し、
これらの特徴の両方が、ユーザが速度の大きさをより容易に視覚化するのを助ける。
【００３５】
　[041]　図４は、パスレット４０３－１及び４０３－２を含む、パスレットベースのベ
クトルマップの２つの連続するフレーム４０１（すなわち、フレームＮ及びＮ＋１）の部
分拡大図を示す。ベクトルマップ内のパスレット及びベクトルマップ全体は、パスレット
の長さ（代替的に、又は付加的且つ人選択的に、持続時間）、幅、及び密度、新たなパス
レットの生成速度（又は代替的に古いパスレットの消滅速度）、パスレットのマッピング
の色範囲、ディスプレイフレームレート、並びに、フローマスクの透明度及び色を含む、
いくつかのパラメータを使用して規定され、これらのパラメータのいずれかは、システム
の診断性能を損なうことなく所望の視覚化効果を得るために（イメージングの前又は間に
）ユーザ構成可能である。
【００３６】
　[042]　パスレットを生成するために、最初に、ベクトル場データの複数のフレームが
保存され、例えば、複数の初期フレームの上で追跡されている粒子の軌跡を補間すること
によって、各フレームについてパスレットが生成される。各後続のフレームについて、後
続のフレームと関連付けられる速度ベクトルデータに基づいて、パスレットが更新される
。例えば、図４Ａ及び図４Ｂにおいて、パスレット４０３－１及び４０３－２は、２つの
追跡されている流体粒子の軌跡の前端部分を示し、そのうちの１つの最後のいくつかの位
置が、点Ｎ＋１、Ｎ、Ｎ－１、Ｎ－２、Ｎ－３、Ｎ－４、及びＮ－５によって示されてお
り、これらの点は、それらが関連付けられるフレームを示すように、説明のためにそのよ
うにラベル付けされている。各フレーム内の最前点が、そのフレーム内の追跡されている
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流体粒子の推定位置を示す。各フレーム内のパスレットの最前点（例えば、フレームＮ内
の点Ｎ及びフレームＮ＋１内の点Ｎ＋１）は、パスレットのヘッド４０５として参照され
る。パスレットは、新たな位置への粒子の動きを反映するように、フレームごとに更新さ
れ、したがって、この動きは、各更新フレームにおいてパスレットのヘッド４０５の位置
を変更することによって、ディスプレイ上で視覚化される。追跡されている粒子、及び、
したがって、ヘッド４０５の新たな位置は、リアルタイムで又は視覚化の前に取得するこ
とができる、角度に依存しない速度推定値（すなわち、２Ｄマップの場合の軸方向及び横
方向速度成分、又は、３Ｄマップの場合の軸方向、横方向及び高度速度成分）を使用して
計算される。例えば、追跡されている粒子の軸方向変位は、Ｖｚ／ｆＦＲとして計算され
、追跡されている粒子の横方向変位はＶｘ／ｆＦＲとして計算され、ここで、Ｖｘはヘッ
ドの横方向速度（ｍ／ｓ）であり、Ｖｚは軸方向速度（ｍ／ｓ）であり、ｆＦＲは追跡フ
レームレート（Ｈｚ）である。これらの離散的な点の補間（線形又は三次）によって、連
続的で滑らかなパスレットが生成され、その後、エイリアシングのない線として表示され
る。
【００３７】
　[043]　経時的に、粒子の軌跡の後端は消えてゆき、例えば、ディスプレイ上が煩雑に
なるのを低減するために、軌跡の前端部分のみがディスプレイ上に示される。表示される
パスレットの後端はパスレットのテール４０７として参照される。パスレット（例えば、
パスレット４０３－１及び４０３－２）は、異なる位置における速度の大きさに基づいて
色分けされる（すなわち、先行するフレーム内の粒子の位置と現在のフレーム内の粒子の
位置との間の各セグメント４０９は、現在のフレーム内の粒子の推定される速度の大きさ
を反映する）。ベクトルマップのカラーマップキー３１１（図３参照）が、ベクトルフロ
ー画像と同時に表示される。色分けに加えて、各パスレットの透明度が、線形に分布し、
ヘッド４０５において最も不透明であり、低減していって、テール４０７において最も透
明度が高くなる。透明度分布はまた、フレームごとに更新される。すなわち、新たなフレ
ームにおいて新たなセグメント４０９が加わると、透明度は線形に再分布され、ヘッド４
０５において最も不透明（例えば、５０％など）になり、低減していって、テール４０７
において例えば１００％の透明度になる。透明度は、パスレットの長さに沿ってピクセル
ごとに、又は、セグメントごとになど、線形に分布する。このように、パスレットの透明
度分布によって、たとえ静止画像であっても、流れの方向がより容易に識別されるように
なる。
【００３８】
　[044]　前述のように、各パスレットは、事前に設定されるか又はユーザが定義する、
最大長を有する。パスレットがフレームごとに更新されるとき、パスレットは、同じテー
ルを維持しながらヘッドに新たなセグメントが加わることに起因して、フレームごとに長
さが増大する。パスレットは、その最大長に達すると（例えば、一定のフレーム数だけ更
新された後）、粒子の最も古い位置及び対応して最後端のセグメント（テールセグメント
としても参照される）を削除することによって、最大長よりも短い長さを維持する。パス
レットが更新される各フレームによって、パスレットが持続時間によってさらに規定され
る場合、所与のパスレットの寿命変数が最大寿命に達するまで、パスレットの寿命変数が
増分され、最大寿命の点において、パスレットは表示から除去される。例えば、代替的に
又は付加的に、各パスレットは、パスレットが生成されるときに、最大パスレット長と最
大寿命との間でランダムに生成される整数変数を使用して規定することができる、寿命を
有する。パスレットの寿命は、フレームごとに（例えば、パスレットが更新される度に）
１だけ低減される。寿命がゼロに達すると、パスレットはベクトルマップから削除される
。同時に、又は、異なるフレームにおいて新たなパスレットが作成され、別のランダムな
寿命が新たなパスレットに割り当てられる。この寿命の特徴によって、パスレットのバラ
ンスの取れた空間分布が維持される。
【００３９】
　[045]　パスレットは、任意の後続のフレームに対して反復的プロセスを使用して更新
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される。入力（例えば、横方向位置（ｘ）、軸方向位置（ｚ）、横方向速度ＶＸ、及び軸
方向速度（ＶＺ）を含む配列変数、並びに、「パスレットのヘッド」及び「パスレットの
寿命」を含む２つの整数変数）がベクトルフロープロセッサによって受信されると、パス
レットの位置及び寿命が調べられる。パスレットが流れ領域内に位置し、且つ、その寿命
がゼロよりも大きい場合、このパスレットはアクティブなパスレットとして規定される。
パスレットが流れ領域の外側に動き、又は、その寿命がゼロである場合、このパスレット
は非アクティブなパスレットとして規定される。任意のアクティブなパスレットについて
、新たなヘッドが速度マップに基づいて計算され、寿命が１だけ低減される。任意の非ア
クティブなパスレットが、表示から削除される。非アクティブなパスレットは、例えば、
置換パスレットの新たな位置及び新たな寿命をランダムに生成することによって、新たな
パスレットと置き換えられる。各パスレットのデータ構造が更新された後、ベクトルフロ
ープロセッサは、パスレットを視覚化するために、（例えば、補間によって）滑らかで連
続的な、エイリアシングのない線を生成する。各パスレットに対応する線の色は、速度の
大きさに基づいて色分けされ、色分けされたパスレットの透明度が、ディスプレイ上にレ
ンダリングするためにその長さに沿って（すなわち、パスレットの新たなヘッドから新た
なテールまで）分布させられる。
【００４０】
　[046]　図２に戻って参照すると、システムは、ユーザ制御ユニット８４２（例えば、
制御パネル）を含む機械－ユーザインターフェース２５０の一部であるディスプレイユニ
ット２５２を含む。いくつかの実施形態において、ユーザ制御ユニット及びディスプレイ
ユニット２５２は、画像２５１の表示とユーザ入力の受信との両方を行うように動作可能
であるタッチセンサ式ディスプレイに統合される。例えば、時空間的画像データ及び／又
は表示の他の態様の生成を制御するための、ユーザ入力に応答するコマンド２５３が、ベ
クトルフロープロセッサ２０３に送信される。
【００４１】
　[047]　ここで、図５及び図６をも参照すると、例えば、システム２００など、本開示
の視覚化及び定量化システムによって表示のために生成される超音波画像の例が示されて
いる。システムは、少なくとも２つの画像構成要素を含む超音波画像を表示するように構
成されており、画像構成要素のうちの一方は、ベクトルフロー視覚化データを含み、他方
は、時空間的データを含む。いくつかの例において、複数の異なるパラメータに関する定
量的情報を提供し、又は、同じパラメータを異なる様式で視覚化するために、複数の時空
間的画像構成要素が、超音波画像に含まれる。
【００４２】
　[048]　図５は、本明細書における例に従って構築されるシステムのディスプレイユニ
ット（例えば、ディスプレイ２５２）からの画面キャプチャ５０１を示す。画面キャプチ
ャは、血管の超音波画像５１０を含む。画像５１０は、ベクトル場のグラフィック表現（
表示のウィンドウＡ内）、及び、ベクトル場と関連付けられる時空間的情報（表示のウィ
ンドウＢ及びＣ内）を含む。図５の画像内のラベルＡ、Ｂ、及びＣは、説明を容易にし、
本開示の理解を促進するためにのみ与えられており、本発明の実施形態内には存在しなく
てもよい。図５のウィンドウＡは、この場合はパスレットベースのベクトルマップ５１３
である、ベクトル場のグラフィック表現を含む第１の画像要素５１２を示す。ベクトルマ
ップ５１３は、本明細書における例（例えば、図３及び図４を参照して記載しているよう
な）に従って（例えば、リアルタイムで）生成及び更新される。ベクトルマップ５１３は
、イメージングされるＲＯＩの背景Ｂモード画像５１５上に重ね合わされる。図５のウィ
ンドウＢ及びＣは、画像の追加の要素５１４及び５１６、具体的には、ウィンドウＡ内に
視覚化されているベクトル場の１つ又は複数の点に関する定量的情報を提供する画像要素
を示す。具体的には、ウィンドウＢは、選択点の各々の、時間の関数としての速度ベクト
ルの大きさのグラフを示す。この図解例においては、２つの点が選択されており（例えば
、選択点５２２及び５２３）、２つの曲線（それぞれ点５２２及び５２３に対応する時間
トレース５３２及び５３３）がウィンドウＢに示されている。曲線５３２及び５３３の各
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々は、選択点の各々における速度の大きさ（ｃｍ／ｓ単位、ｙ軸に示すもの）を、時間（
秒単位、ｘ軸に示すもの）の関数としてトレースする。この図解例において血管を通る血
流は相対的に層流であり（すなわち、管腔に対して横方向の流れ方向において大きな変動
がない）、心周期に起因する速度の大きさの予測される変動（例えば、時間系列内の約４
秒の心収縮後の流速の増大によって示されるような）は別として、表示されている時間系
列にわたって相対的に一定の速度の大きさを呈する。さらに示されるように、頸動脈分貴
部付近（例えば、図６Ａ及び図６Ｂ参照）などの他の血管において、及び／又は、血管内
の粥腫の存在下で、より擾乱した血流が観察される。本明細書に記載されている視覚化ツ
ールは、そのような場合の血流に関する、臨床的に有用な定量的情報を抽出するのに特に
有用である。
【００４３】
　[049]　使用時、本開示による血流の視覚化及び定量化のためのシステムは、以下のよ
うに動作する。例えば、Ｂモード画像を生成するためのエコー振幅検出、及び、ベクトル
フロー情報を生成するための速度推定が実施されると、システムは、図５の画像５１０な
どの超音波画像をレンダリングする。これは、リアルタイムで（すなわち、対象者をイメ
ージングしている間に）又はイメージングデータの獲得後に行われる。いくつかの実施形
態において、最初に（例えば、ベクトル場内の少なくとも１つの点を選択するユーザ入力
を受信する前）、画像５１０は、画像要素５１２のみを含む。他の実施形態において、時
空間的情報を一切提供しないプレースホルダ要素５１４及び５１６が含まれ、定量化され
るべき領域（例えば、点）が選択された後にのみ、トレースをデータ投入される。またさ
らなる例において、ベクトルフローと時空間的情報との両方が、最初に提供される（例え
ば、システムが定量化のための領域を自動選択する場合）。
【００４４】
　[050]　後続のステップにおいて、システムは、選択領域（例えば、例として画像５１
０内のベクトルフロー表示内のポインタのシングルクリック又はドラッグに応答して選択
される単一の点又は点クラスタ）の指示を受信する。ベクトルフロー表示は、ユーザが選
択を行うときにリアルタイムで更新され、又は、ユーザが表示をフリーズさせ、フリーズ
したフレーム内で選択を行う。選択が行われると、ベクトルフロー画像（ウィンドウＡ内
）は、以前にフリーズさせられている場合は自動的にフリーズ解除され、システムは、画
像の時空間的要素（例えば、ウィンドウＢ及びＣに示す要素５１４及び５１６）を追加す
るか、又は、更新し始める。ベクトルフロー画像及び時空間的情報は、時間系列の終わり
まで同期して更新し続け、リアルタイム視覚化の場合は、更新は、データがシステムによ
って獲得されているときに、リアルタイムですべてのウィンドウ内で同期して行われる。
【００４５】
　[051]　時空間的表示を提供するために様々なグラフィック要素が使用される。例えば
、システムは、（例えば、ウィンドウＢに示すように）経時的に変化する速度の大きさを
トレースするグラフを表示させるように構成されている。他の実施形態において、大きさ
の代わりに、速度ベクトルの角度が、ウィンドウＢ内で時間の関数として表示され、又は
、追加のグラフが、時間の関数として角度を同時に表示するために提供される。いくつか
の実施形態において、角度は、ウィンドウＣに示すタイプのグラフを使用して、視覚的に
表現される。ウィンドウＣのグラフにおいて、選択点５２２及び５２３の各々における流
れの方向は、速度ベクトルの軸方向成分（ｙ軸）対速度ベクトルの横方向又は側方成分（
ｘ軸）によって規定される、それぞれの矢印５４２、５４３によって視覚化される。任意
の他の時空間的画像要素と同様に、ウィンドウＣのグラフは、選択点を通過する単一又は
少数の血流速度ベクトルの動的な視覚表現を提供する、画像の他の要素（例えば、ウィン
ドウＡ及びＢ）と同期して更新される。
【００４６】
　[052]　いくつかの例において、システムは、同時に（例えば、小さい部分領域又は点
クラスタの選択として）又は順次的に（例えば、１つの点が相次いで選択される）受信さ
れる、複数の点の選択を、入力として受信し、時空間的表示は、任意の新たに行われる選
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択に応答して更新される。例えば、図５に示すように、ユーザはまた、点５２２の選択後
に、第２の点５２３をも選択する。追加の点が選択されると、システムは、追加の選択点
に関する定量低下を提供するために、追加のトレースを時空間的表示に追加する。代替的
に又は付加的に、システムは、点又はピクセルのクラスタを含む選択領域の指示を（例え
ば、選択領域を規定するためにベクトル場内でカーソルをドラッグすることによって）受
信するように構成されており、この場合、システムの特定の事前設定の又はユーザによる
構成に応じて、領域内の各点の複数のトレースが同時に表示され、又は、単一の平均トレ
ースが提供される。
【００４７】
　[053]　図６Ａ及び図６Ｂは、本明細書における例に従って構築されるシステムのディ
スプレイユニット（例えば、ディスプレイ２５２）からの追加の画面キャプチャ５０１’
及び５０１’’を示す。これらの画面キャプチャは、頸動脈の超音波画像、及び、心周期
の様々な局面における頸動脈を通る血流の視覚化を示す。図５の画像と同様に、図６Ａ及
び図６Ｂの画面キャプチャの各々の超音波画像５１０は、ベクトル場のグラフィック表現
（例えば、要素５１２内のベクトルフロー画像）を提供する複数の画像要素（例えば、要
素５１２、５１４、及び５１６）、及び、ベクトル場と関連付けられる時空間的情報（例
えば、時間の関数としての速度の大きさのトレース５３２’及び５３３’、並びに、それ
ぞれの点５２２’及び５２３’において矢印５４２’及び５４３’によって表される、関
連付けられる速度の角度）を含む。図５の相対的に層流の流れとは異なり、頸動脈球にお
ける流れは、図６Ａ及び図６Ｂの画像に見られるように、より擾乱しており、本明細書に
記載されている技法を使用して、速度の大きさ及び方向の変動が、特定の選択点において
より容易に知覚及び定量化される。
【００４８】
　[054]　図７Ａ～図７Ｃは、本明細書に記載されているシステムによってベクトルフロ
ー視覚化に利用することができる異なるＶＦＩイメージング技法を示す。本明細書におけ
る様々な図解例において二次元（２Ｄ）ベクトル場が示されているが、いくつかの実施形
態において、視覚化及び定量化システム（例えば、システム２００）のプロセッサ（例え
ば、ベクトルフロープロセッサ２０３）は、三次元（３Ｄ）ベクトル場のグラフィック表
現（例えば、３Ｄベクトルマップ）を生成するために、軸方向及び横方向成分に加えて、
ＲＯＩ内の血流速度の第３の速度成分（例えば、高度成分）をも推定するように構成され
ることは理解されよう。３Ｄベクトルマップは、超音波データの３Ｄレンダリングを提供
するために、ボリュームＲＯＩの３Ｄ画像上に重ね合わされる。既知の技法によれば、イ
メージングされているボリューム領域を通じてスライスが取られ、ベクトルフロー視覚化
及び定量化は、選択された画像又はスライス平面において実施され、場合によっては、ス
ライス平面においてボリューム上に重ね合わされる。
【００４９】
　[055]　本明細書に記載されているように、システムの構成要素のうちの１つ又は複数
は、事前に記憶されているか又はリアルタイムで受信される、超音波イメージングデータ
のソースに通信可能に結合されている独立型視覚化システムの一部である。例えば、ディ
スプレイ及びプロセッサのうちの少なくとも一方は、超音波イメージング装置とは別個の
ワークショテーションの一部であり、リアルタイムの又は事前に記憶されている超音波イ
メージングデータから超音波画像を生成するように構成されている。さらなる例において
、本開示による視覚化及び定量化のためのシステムは、超音波エコーを獲得するように構
成されている超音波イメージングシステムと統合される。例えば、ディスプレイ及びプロ
セッサを含む超音波診断システムによって、超音波イメージング装置が提供され、超音波
診断システムは、対象者を超音波イメージングしながら、超音波画像をリアルタイムで生
成及び更新するように構成される。
【００５０】
　[056]　図８は、本開示による超音波システム８００のブロック図を示す。システム８
００の構成要素の一部又は全部は、例えば、図１の超音波イメージング装置など、本明細
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書に記載されている視覚化及び定量化システムのうちのいずれか１つの構成要素を実施す
るために使用される。超音波システム８００は超音波トランスデューサアレイを含む。図
解例において、超音波トランスデューサアレイ８１４はプローブ８１２内に設けられる。
いくつかの例において、アレイ８１４は、各々がトランスデューサ素子のサブアレイを含
む、複数のパッチを使用して実施され、アレイ８１４は、イメージングされる対象者に対
して共形に配置されるように構成されている。アレイ８１４は、関心領域に向かって超音
波を送信し、関心領域（ＲＯＩ）をイメージングするためのエコーを受信するように動作
可能である。例えば、線形アレイ、湾曲アレイ、又はフェーズドアレイなど、様々なトラ
ンスデューサアレイが使用される。アレイ８１４は、例えば、２Ｄ及び／又は３Ｄイメー
ジングのための高度次元と方位次元との両方における走査が可能なトランスデューサ素子
の二次元アレイを含む。
【００５１】
　[057]　アレイ８１４は、マイクロビームフォーマに結合され、マイクロビームフォー
マは、プローブ又は超音波システム基部（例えば、Ｐｈｉｌｉｐｓによって提供されるＳ
ＰＡＲＱ又はＥＰＩＱ超音波システムなどの、カートベースのシステム）内に配置される
。マイクロビームフォーマは、アレイによる信号の送信及び受信を制御する。アレイ８１
４は、マイクロビームフォーマ８１６を介して超音波システム基部に結合され、マイクロ
ビームフォーマ８１６は、典型的には基部内に位置する送受信（Ｔ／Ｒ）スイッチ８１８
に（有線又はワイヤレス接続を介して）結合される。Ｔ／Ｒスイッチ８１８は、例えば、
メインビームフォーマ８２２を高エネルギー送信信号から保護するために、送信と受信と
の間で切り替えるように構成されている。いくつかの実施形態において、Ｔ／Ｒスイッチ
８１８及びシステム内の他の要素の機能は、ＰＨＩＬＩＰＳによって提供されるＬＵＭＩ
ＦＹシステムなどの可搬式システムに結合するように動作可能なプローブなどのプローブ
内に組み込まれる。プローブ８１２は、無線又はワイヤレス接続を使用して基部に通信可
能に結合される。
【００５２】
　[058]アレイ８１４からの超音波パルスの送信は、ユーザインターフェース８２４のユ
ーザの操作からの入力を受信する、Ｔ／Ｒスイッチ８１８に結合されている送信コントロ
ーラ８２０及びビームフォーマ８２２によって方向付けられる。ユーザインターフェース
８２４は、制御パネル８４２などの１つ又は複数の入力デバイスを含み、入力デバイスは
、１つ又は複数の機械式制御装置（例えば、ボタン、エンコーダなど）、タッチセンサ式
制御装置（例えば、トラックパッド、タッチスクリーンなど）、及び他の既知の入力デバ
イスを含む。送信コントローラ８２０によって制御される別の機能は、ビームがステアリ
ングされる方向である。ビームは、アレイ８１４の送信側からまっすぐに（直交して）、
又は、より広い視野に対しては異なる角度においてステアリングされる。ビームフォーマ
８２２は、個々のパッチのトランスデューサ素子のグループからの部分的にビーム形成さ
れた信号を合成して、完全にビーム形成された信号にする。ビーム形成された信号は、信
号プロセッサ８２６に結合される。システム８００は、システム基部に設けられる、アレ
イ８１４によって検出されるエコーに応答して超音波画像データを生成するための１つ又
は複数のプロセッサ（例えば、集合的に８５０として参照されるデータ及び画像処理構成
要素）を含む。プロセッサ回路は、超音波画像を生成し、超音波画像を表示するためのユ
ーザインターフェースを提供するための、本明細書に記載されている機能を実施するよう
に特別に構成されている１つ又は複数のＣＰＵ、ＧＰＵ、及び／又はＡＳＩＣを含むソフ
トウェア及びハードウェア構成要素において実施される。
【００５３】
　[059]　例えば、システム８００は、バンドパスフィルタリング、デシメーション、Ｉ
及びＱ成分分離、及び高調波信号分離などの様々な様式で、受信エコー信号を処理するよ
うに構成されている信号プロセッサ８２６を含む。信号プロセッサ８２６はまた、スペッ
クル低減、信号合成、及びノイズ排除などの追加の信号増強も実施する。処理済み信号は
、Ｂモード画像データを生成するためにＢモードプロセッサ８２８に結合される。Ｂモー
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ドプロセッサは、身体内の構造のイメージングのために振幅検出を利用することができる
。Ｂモードプロセッサ８２８によって生成される信号は、スキャンコンバータ８３０及び
多面リフォーマッタ８３２に結合される。スキャンコンバータ８３０は、エコー信号がそ
こから所望の画像フォーマットにおいて受信された空間的関係に、エコー信号を構成する
ように構成されている。例えば、スキャンコンバータ８３０は、二次元（２Ｄ）扇形フォ
ーマット又はピラミッド形若しくは他の形状の三次元（３Ｄ）フォーマットにエコー信号
を構成する。多面リフォーマッタ８３２は、例えば、米国特許第６，４４３，８９６号（
Ｄｅｔｍｅｒ）に記載されているように、身体の容積領域内の共通の平面内の点から受信
されるエコーを、超音波画像（例えば、Ｂモード画像）に変換することができる。ボリュ
ームレンダラ８３４が、例えば、米国特許第６，５３０，８８５号（Ｅｎｔｒｅｋｉｎ他
）に記載されているように、所与の基準点から見たときの３Ｄデータセットの画像を生成
する。
【００５４】
　[060]　付加的に又は代替的に、信号プロセッサ８２６からの信号はまた、ドプラプロ
セッサ８５２に結合され、ドプラシフトを推定し、ドプラ画像データを生成するように構
成される。ドプラ画像データは、従来の二重Ｂモード／ドプラ画像を表示するためにＢモ
ード（又はグレースケール）画像データと重ね合わされるカラーフローデータを含む。い
くつかの例において、ドプラプロセッサ８２６は、自己相関器などのドプラ推定手段を含
み、速度（ドプラ周波数）推定は、ラグが１の自己相関関数の引数に基づき、ドプラパワ
ー推定は、ラグが０の自己相関関数の大きさに基づく。動きはまた、既知の位相ドメイン
（例えば、ＭＵＳＩＣ、ＥＳＰＲＩＴなどのパラメトリック周波数推定手段）又は時間ド
メイン（例えば、相互相関）信号処理技法によって推定することもできる。加速度又は時
間及び／若しくは空間速度微分の推定手段などの速度の時間又は空間分布に関連する他の
推定手段を、速度推定手段の代わりに、又はそれに加えて使用することができる。いくつ
かの例において、速度及びパワー推定値は、ノイズを低減するための閾値検出、並びに、
セグメント化、及び、充填及び平滑化などの後処理を受ける。その後、速度及びパワー推
定値は、カラーマップに従って、所望の範囲の表示色にマッピングされる。ドプラ画像デ
ータとしても参照されるカラーデータは、その後、スキャンコンバータ８３０に結合され
、スキャンコンバータ１３０において、ドプラ画像データは、所望の画像フォーマットに
変換され、血流を含む組織構造のＢモード画像上に重ね合わされて、カラードプラ画像が
形成される。
【００５５】
　[061]　本開示の原理によれば、システム８００は、速度ベクトル推定手段８５４及び
ＶＦＩレンダラ８５６を含むベクトルフロー処理構成要素を含む。速度ベクトル推定手段
は、信号プロセッサ８２６から信号を受信し、速度推定を実施して、本明細書に記載され
ているように、角度に依存しない速度ベクトルデータを取得する。速度ベクトルデータ（
例えば、ベクトルフロー場）は、ベクトル場視覚化データ及び時空間データを含む、速度
ベクトルデータのグラフィック表現を生成するために、ＶＦＩレンダラ８５６に渡される
。スキャンコンバータ８３０、多平面リフォーマッタ８３２、ボリュームレンダラ８３４
、及び／又はＶＦＩレンダラ８５６からの出力（例えば、画像）は、画像ディスプレイ８
５４に表示される前に、さらなる増強、バッファリング及び一時的保存のために画像プロ
セッサ８３６に結合される。システムは、画像とともに表示するためのグラフィックオー
バーレイを生成するグラフィックスプロセッサ８４０を含む。これらのグラフィックオー
バーレイは、例えば、患者名、画像の日時、イメージングパラメータ、及び他の注記など
の標準的な識別情報を含む。これらの目的のために、グラフィックスプロセッサは、タイ
プされた患者名などのユーザインターフェース８２４からの入力を受信するように構成さ
れる。別個の構成要素として示されているが、本明細書におけるプロセッサ（例えば、速
度ベクトル推定手段８５４及び／又はＶＦＩレンダラ８５６）のいずれかの機能は、他の
プロセッサ（例えば、画像プロセッサ８３６又はボリュームレンダラ８３４）に組み込ま
れ、結果として、単一の又はより少数の個別の処理ユニットがもたらされる。さらに、例
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えば、Ｂモード画像及びドプラ画像を生成することを目的とした、エコー信号の処理が、
Ｂモードプロセッサ及びドプラプロセッサを参照しながら論じられているが、これらのプ
ロセッサの機能は、ベクトルフロー処理構成要素の機能と組み合わされる、単一のプロセ
ッサに統合されることは理解されよう。
【００５６】
　[062]　構成要素、システム及び／又は方法が、コンピュータベースのシステム又はプ
ログラム可能論理などのプログラム可能デバイスを使用して実施される様々な実施形態に
おいて、上述したシステム及び方法は、「Ｃ」、「Ｃ＋＋」、「ＦＯＲＴＲＡＮ」、「Ｐ
ａｓｃａｌ」、「ＶＨＤＬ」などの様々な既知の又は後に開発されるプログラミング言語
のいずれかを使用して実施することができることが留意されるべきである。したがって、
コンピュータなどのデバイスに、上述したシステム及び／又は方法を実施するように指示
することができる情報を含むことができる、磁気コンピュータディスク、光ディスク、電
子メモリなどの様々な記憶媒体を準備することができる。適切なデバイスが記憶媒体に含
まれる情報及びプログラムにアクセスできるようになると、記憶媒体は、情報及びプログ
ラムをデバイスに提供することができ、したがって、デバイスは、本明細書において記載
されているシステム及び／又は方法の機能を実施することが可能になる。例えば、ソース
ファイル、オブジェクトファイル、実行可能ファイルなどの適切な資料を含むコンピュー
タディスクが、コンピュータに提供されるとすると、コンピュータは、情報を受信し、コ
ンピュータ自体を適切に構成し、様々な機能を実施するために上記の図及び流れ図に概説
されている様々なシステム及び方法の機能を実施することができる。すなわち、コンピュ
ータは、ディスクから、上述したシステム及び／又は方法の種々の要素に関係する情報の
様々な部分を受信し、個々のシステム及び／又は方法を実施し、上述した個々のシステム
及び／又は方法の機能を協調させることができる。
【００５７】
　[063]　本開示に照らして、本明細書において記載されている様々な方法及びデバイス
は、ハードウェア、ソフトウェア及びファームウェアにおいて実施することができること
に留意されたい。さらに、様々な方法及びパラメータは、例としてのみ含まれており、い
かなる限定的な意味においても含まれていない。本開示に照らして、当業者は、本発明の
範囲内に留まりながら、自身の技法及びこれらの技法を行うための必要な設備の決定にお
いて本教示を実施することができる。本明細書において記載されているプロセッサのうち
の１つ又は複数の機能は、より少数の又は単一の処理ユニット（例えば、１つ又は複数の
ＣＰＵ又はＧＰＵ）に組み込まれ、本明細書において記載されている機能を実施するため
に実行可能命令に応答してプログラムされる特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）又は汎用
処理回路を使用して実施される。
【００５８】
　[064]　本発明のシステムは、超音波撮像システムを特に参照して説明されているが、
本発明のシステムを、１つ又は複数の画像が系統立てて得られる他の医療撮像システムに
拡張することができることも想定される。したがって、限定ではないが、腎臓、精巣、胸
部、卵巣、子宮、甲状腺、肝臓、肺、筋骨格、脾臓、心臓、動脈及び静脈の系に関係する
画像情報を取得及び／又は記録するために、並びに、超音波誘導介入に関係する他のイメ
ージング用途として、本発明のシステムが使用される。さらに、本発明のシステムはまた
、本発明のシステムの特徴及び利点を提供するように、従来のイメージングシステムとと
もに使用することができる１つ又は複数のプログラムをも含む。本開示の特定の追加の利
点及び特徴は、本開示を研究することを受けて当業者に了解され、又は、本開示の新規の
システム及び方法を利用する人間によって経験される。本発明のシステム及び方法の別の
利点は、本発明のシステム、デバイス、及び方法の特徴及び利点を組み込むために、従来
の医療画像システムを容易にアップグレードすることができることである。
【００５９】
　[065]　無論、本明細書において記載されている例、実施形態又はプロセスのうちのい
ずれか１つは、１つ又は複数の他の例、実施形態及び／又はプロセスのうちの１つ又は複
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数と組み合わされ、又は、本発明のシステム、デバイス及び方法に従って別個のデバイス
又はデバイス部分の間で分離及び／又は実施される。
【００６０】
　[066]　最後に、上記の論述は本発明のシステムを例示するようにのみ意図されており
、添付の特許請求の範囲をいかなる特定の実施形態又は実施形態群に限定するものとして
も解釈されるべきではない。したがって、本発明のシステムが例示的な実施形態を参照し
ながら特に詳細に記述されているが、添付の特許請求項に記載されているような本発明の
システムのより広い対象とする精神及び範囲から逸脱することなく多数の修正及び代替の
実施形態が当業者によって考案されることも理解されたい。したがって、本明細書及び図
面は、例示的な様式において考えられるべきであり、添付の特許請求項の範囲を限定する
ようには意図されていない。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

用于可视化和量化超声成像数据的系统可以包括显示单元，以及处理
器，该处理器通信地耦合到显示单元和超声成像设备，用于从超声数据
生成代表身体结构和身体结构内流动的流体的图像。 。 处理器可以被配
置为生成与流体流相对应的矢量场数据，其中矢量场数据包括流体的轴
向和横向速度分量，在图像内的一个或多个用户选择的点处从矢量场数
据中提取时空信息。 以及使显示单元在一个或多个用户选择的点上同时
显示时空信息，该图像包括覆盖在图像上的矢量场数据的图形表示，其
中，时空信息包括幅度和 流体流动的角度。
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